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午後２時 ００分  開会  

【松村計 画課長】  それ では、 ただ いまから 府中市都 市計画 審議

会を開会 していた だきた いと存 じま す。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の青木 よりご挨 拶申し あげ

ます。  

【青木都 市整備部 長】  委員の 皆さ ん、こん にちは。 本日は 、お

忙しい中 、またお 暑いと ころ、 ご出 席くださ いまして 、誠に あり

がとうご ざいます 。  

 本日の 審議事項 といた しまし て、 府中都市 計画地区 計画天 神町

一丁目地 区地区計 画の原 案の１ 件で ございま す。よろ しくご 審議

を賜りま すようお 願い申 しあげ まし て、ご挨 拶とさせ ていた だき

ます。ど うぞよろ しくお 願いい たし ます。  

【松村計 画課長】  それ では、 ○○ 会長、よ ろしくお 願いい たし

ます。  

【議長】  では、 これよ り府中 市都 市計画審 議会を開 催した いと

存じます 。  

 非常に 今日は暑 い日で ござい ます 。府中市 では正午 の気温 が３

５．５度 というよ うな大 変暑い 中、 このよう においで いただ きま

してあり がとうご ざいま す。  

 では、 これから 進めて いきた いと 思います 。  

 それで は、本日 の会議 を開催 する に当たり 、本日の 委員の 皆様

方の出欠 の状況で ござい ますが 、○ ○委員が 欠席とい う連絡 をい

ただいて おります 。その ような 中で 、開催す るわけで すが、 定足

数に達し ておりま すので 、本日 の会 議は有効 に成立を してお りま
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す。  

 次に、 本日の会 議の議 事録の 署名 人につい てでござ います が、

府中市都 市計画審 議会運 営規則 第１ ３条第２ 項に、議 事録に は議

長及び議 長が指名 する委 員が署 名す るものと 規定され ており ます

ので、私 のほうか ら指名 させて いた だいてよ ろしいで しょう か。  

（ ｢異議な し ｣の声 ）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 では、本 日の議事 録署名 人で

ございま すが、議 席番号 ４番、 ○○ 委員、そ して議席 番号６ 番、

○○委員 、２名に お願い したい と思 います。 よろしく お願い しま

す。  

 続きま して、本 日の審 議会を 開催 するに当 たりまし て、傍 聴希

望者がお りますが 、傍聴 を許可 して よろしい でしょう か。  

（ ｢異議な し ｣の声 ）  

【議長】  異議な しとい うこと で、 傍聴者を 入れてい ただき たい

と思いま す。よろ しくお 願いい たし ます。し ばらくお 待ちい ただ

きたいと 思います 。  

（傍聴者 入室）  

【議長】  それで は、議 事日程 に従 いまして 進めてい きたい と存

じます。  

 日程第 １、第１ 号議案 、府中 都市 計画地区 計画天神 町一丁 目地

区地区計 画の原案 を議題 とした いと 存じます 。  

 それで は議案の 説明を お願い しま す。  

【角倉計 画課長補 佐】  それで は、 日程第１ 、府中都 市計画 地区

計画天神 町一丁目 地区地 区計画 の原 案につき まして、 ご説明 いた
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します。  

 初めに 、本件に つきま しては 、天 神町一丁 目地内の いちょ う通

りと美術 館通りの 交わる 既存に あっ た東芝社 宅の一部 に売却 があ

り、その 跡地利用 に伴い 、周辺 市街 地との調 和と良好 な住環 境と

景観の形 成を図る ため、 地域の 将来 像を描く 地区計画 として 原案

をまとめ たもので す。  

 なお、こ の原案 は、府中 市地域 まち づくり条 例に基づ くもの で、

住民提案 型の第５ 号とし て申出 が提 出された ものでご ざいま す。

これまで に、住民 からの 申出に 基づ き、４地 区、約１ ５ヘク ター

ルの地区 計画が決 定され ており 、本 地区の都 市計画決 定がさ れま

すと、計 ５地区、 約１７ ．８ヘ クタ ールとな ります。  

 それで は、詳細 につき まして は、 パソコン を用いま してご 説明

させてい ただきま す。前 方をご 覧く ださい。  

 スクリ ーンに表 示され ており ます のは、資 料の５ペ ージで ござ

います。 こちらは 当該計 画地の 位置 図、図面 の表示は 上が北 方向

となって おります 。計画地 は、東 京農 工大学農 場の南東 に位置 し、

いちょう 通りと美 術館通 りが交 差す る天神町 一丁目地 区で、 図で

赤く標記 された場 所とな ります 。  

 スクリ ーンに表 示され ており ます のは、資 料１ペー ジの一 部で

す。  

 名称で ございま すが、天 神町一 丁 目地区地 区計画で ござい ます。 

 位置は 、府中市 天神町 一丁目 地内 、面積は 約２．８ ヘクタ ール

です。  

 地区計 画の目標 につい ては、 本地 区は府中 市のほぼ 中央に 位置
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し、京王 線府中駅 から北 へ約１ キロ メートル の距離に ある、 いち

ょう通り 沿道の集 合住宅 を中心 とし た住宅地 として開 発され た地

区です。 周辺には 東京農 工大学 や都 立府中の 森公園が あり、 地区

の東側は 低層住宅 を中心 とした 緑に 囲まれた 良好な住 環境が 形成

されてお ります。  

 府中市 都市計画 マスタ ープラ ンに おいては 、中密度 住宅ゾ ーン

に位置づ けられて おり、 低層住 宅と 中高層住 宅が調和 した良 好な

居住環境 の形成を 誘導し ており ます 。  

 さらに 、府中市 地域ま ちづく り条 例に基づ き、天神 町地区 まち

づくり誘 導地区・ 誘導計 画を指 定・ 策定して おります 。同計 画に

おいて、 いちょう 通り沿 道地区 とし て、周辺 と調和し た美し い沿

道景観の 形成を目 指し、 幹線道 路沿 道にふさ わしい土 地利用 を図

ることと しており ます。  

 これら のことか ら、本 地区で は、 周辺の豊 かな緑と 調和し たま

ちなみを 創出する ととも に、い ちょ う通りの 環境や景 観に配 慮し

た安全、 快適な居 住環境 を形成 する ことを目 標として おりま す。  

 続きま して、区 域の整 備、開 発及 び保全に 関する方 針です 。  

 土地利 用の方針 では、 周辺の 豊か な緑と調 和したま ちなみ を形

成し、環 境や景観 に配慮 した安 全、 快適なま ちづくり を進め てい

くため、 本地区を 三つに 区分し 、そ れぞれの 土地利用 の方針 を定

めます。  

 スクリ ーンに表 示され ており ます のは、資 料の６ペ ージで す。

赤線で囲 まれてい る範囲 が地区 計画 区域とな ります。  

 本地区 を、スク リーン に水色 で示 しており ます「い ちょう 通り
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沿道Ａ地 区」と、 黄色で 示して おり ます「い ちょう通 り沿道 Ｂ地

区」と、 緑色で示 してお ります 「い ちょう通 り沿道Ｃ 地区」 の３

地区に分 けており ます。  

 いちょ う通り沿 道Ａ地 区は、 約１ ．２ヘク タールで 、沿道 の緑

化などに よる緑豊 かなま ちなみ を形 成すると ともに、 幹線道 路沿

道の環境 整備と、 景観に 配慮し た中 高層住宅 地として の土地 利用

を図るこ ととして おりま す。  

 いちょ う通り沿 道Ｂ地 区は、 約１ ．５ヘク タールで 、幹線 道路

沿道の美 しい景観 を形成 すると とも に、周辺 のまちな みと調 和の

とれた土 地利用を 図るこ ととし てお ります。  

 いちょ う通り沿 道Ｃ地 区は、 約０ ．１ヘク タールで 、戸建 住宅

を基本と した、ゆ とりあ る住宅 地と しての土 地利用を 誘導す るこ

ととして おります 。  

 スクリ ーンに表 示され ており ます のは、資 料２ペー ジの一 部で

ございま す。  

 地区施 設の整備 の方針 ですが 、歩 行者に対 して安全 でゆと りの

ある歩行 空間を形 成する ため、 いち ょう通り の天神町 幼稚園 バス

停付近の 歩道沿い 及びい ちょう 通り 沿道Ａ地 区の区画 道路３ 号及

び区画道 路４号に 沿って 歩道状 空地 を整備い たします 。  

 地区の 中心動線 として 、沿道 に緑 地帯を配 置した緑 豊かで 安全

性の高い 区画道路 を整備 し、ゆ とり あるまち なみを形 成しま す。  

 第１号 公園及び 第２号 公園は 、地 域住民が 利用しや すい公 園と

し、休息 スペース を備え た配置 計画 とします 。  

 いちょ う通り沿 道Ａ地 区の道 路に 面する部 分には、 道路沿 いに
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連続した 緑地を配 置し、 公園や 緑地 とつなが る緑のネ ットワ ーク

を形成い たします 。  

 続いて 、建築物 等の整 備の方 針で すが、４ 点ござい ます。  

 １点目 は、魅力 的なま ちなみ を形 成し、圧 迫感の軽 減を図 るた

め、地区 の区分に 応じた 建築物 の敷 地面積の 最低限度 、壁面 の位

置の制限 及び壁面 後退区 域にお ける 工作物の 設置の制 限を定 めま

す。  

 ２点目 は、周辺 の住宅 地と調 和す る良好な まちなみ を形成 する

ため、建 築物等の 高さの 最高限 度を 定めます 。  

 ３点目 は、景観 に配慮 したま ちな みを形成 するため 、建築 物等

の形態又 は色彩そ の他の 意匠の 制限 を定めま す。  

 ４点目 は、緑と うるお いのあ る安 全な市街 地を形成 するた め、

垣又はさ くの構造 の制限 及び建 築物 の緑化率 の最低限 度を定 めま

す。  

 続きま して、地 区整備 計画の 地区 施設の配 置及び規 模につ きま

してご説 明いたし ます。 スクリ ーン に表示さ れており ますの は、

資料の７ ページで ござい ます。  

 地区施 設といた しまし て、道 路、 公園、そ の他の公 共空地 を位

置付けし ます。  

 まず、 道路でご ざいま すが、 都市 計画道路 以外の水 色で示 す市

道３－５ ８号、３ －６４ 号、３ －６ ６号及び ３－７０ 号を位 置付

けており ます。  

 続いて 、公園で ござい ますが 、緑 色で示し ておりま す天神 町公

園及び天 神町第三 公園を 位置付 けて おります 。  
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 その他 の公共空 地です が、歩 道状 空地とし てオレン ジ色の 点線

で示すと おり、い ちょう 通りの 天神 町幼稚園 バス停付 近の歩 道に

沿って１ メートル 、黄色 の点線 で示 すとおり 、いちょ う通り 沿道

Ａ地区の 市道３－ ６６号 及び３ －７ ０号に沿 って０．５メート ル、

また、環 境緑地と して、 紫色の 点線 で示すと おり、い ちょう 通り

沿道Ａ地 区の道路 に面す る部分 に０ ．５メー トル位置 付けて おり

ます。  

 続きま して、建 築物等に 関する 事 項につい てご説明 いたし ます。

スクリー ンに表示 されて おりま すの は、資料 の３ペー ジの一 部で

ございま す。  

 建築物 の敷地面 積の最 低限度 でご ざいます が、いち ょう通 り沿

道Ａ地区 では１， ０００ 平方メ ート ル、いち ょう通り 沿道Ｃ 地区

では１０ ０平方メ ートル として 定め ておりま す。  

 壁面の 位置の制 限です が、計 画図 を用いて 説明いた します 。こ

ちらは、 資料６ペ ージに 示す計 画図 になりま す。  

 壁面の 位置です が、い ちょう 通り 沿道Ａ地 区、いち ょう通 り沿

道Ｂ地区 において 、スク リーン 上に 表示する 赤色点線 で示さ れて

いる１号 壁面線が 定めら れてい る区 域では１ ．５メー トル、 スク

リーン上 に表示し ている 水色点 線で 示されて いる２号 壁面線 が定

められて いる区域 では１ メート ル以 上としま す。  

 いちょ う通り沿 道Ａ地 区及び いち ょう通り 沿道Ｂ地 区の壁 面線

の示され ていない 隣地境 界線に おき ましては 、０．５ メート ル以

上としま す。また 、いち ょう通 り沿 道Ｃ地区 につきま しては 、道

路境界線 又は隣地 境界線 におい ては ０．５メー トル以 上としま す。 
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 また、 いずれの 地区に おきま して も、物置 その他こ れに類 する

用途に供 し、軒の 高さが ２．３ メー トル以下 で、かつ 床面積 が５

平方メー トル以内 である もの、 又は 自動車車 庫で軒の 高さが ２．

３メート ル以下で あるも のにつ きま しては、 この制限 につい ては

適用いた しません 。  

 次に、 壁面後退 区域に おける 工作 物の設置 の制限で すが、 いち

ょう通り 沿道Ａ地 区及び いちょ う通 り沿道Ｂ 地区にお きまし て、

壁面後退 が定めら れてい る区域 にお いて、歩 道状空地 及び環 境緑

地の区域 には、門 ・塀、 その他 の工 作物を設 置しては ならな いこ

ととしま す。ただ し、電 柱及び 緑化 に寄与す るものに つきま して

は、この 限りでは ないこ ととし ます 。  

 次に、 建築物等 の高さ の最高 限度 でござい ますが、 いちょ う通

り沿道Ａ 地区、い ちょう 通り沿 道Ｂ 地区では ２５メー トル、 いち

ょう通り 沿道Ｃ地 区では １０メ ート ルといた します。  

 次に、 建築物等 の形態 又は色 彩そ の他の意 匠の制限 でござ いま

すが、建 築物の外 壁、屋 根及び 工作 物の色彩 は、府中 市景観 計画

の色彩基 準に適合 したも のとし 、屋 外広告物 等を設置 する場 合に

は、周囲 の景観と 調和す るよう 、色 彩、形態 及び設置 場所に 留意

したもの とするこ ととし ます。  

 次に、 垣又はさ くの構 造の制 限で すが、道 路に面し て設け る垣

又はさく の構造は 、生け 垣又は 透過 性を有す るフェン スとし なけ

ればなら ないこと としま す。た だし 、垣又は さくの基 礎の部 分の

うち、高さ が０．４ メート ル以下 の部 分につき ましては 除きま す。  

 次に、 建築物の 緑化率 の最低 限度 でござい ますが、 いちょ う通
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り沿道Ａ 地区のみ 定め、 １５パ ーセ ントとい たします 。  

 最後に 、今後の 予定で すが、 本審 議会でご 審議いた だいた 後、

当該地区 の原案に つきま して縦 覧を 行い、そ の後、東 京都と 協議

をいたし ます。協 議が整 った後 に、 地区計画 の案につ きまし て縦

覧を行い 、１１月 開催予 定の本 審議 会におい て都市計 画の決 定の

ご審議を いただき たいと 考えて おり ます。そ の後、１ １月中 を目

途に決定 の告示を 行う予 定でご ざい ます。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま第１号 議案に ついて 説明 がありま した。  

 では、 これより 審議に 入りた いと 存じます 。皆様方 から何 かご

質問はあ りますで しょう か。よ ろし くお願い します。 はい、 ○○

委員。  

【委員】  １点お 聞きし たいと 思い ます。ご 説明の中 に、住 民提

案型とい うお言葉 があっ たかと 思う のですけ れども、 これは 地域

まちづく り条例に 基づい て協議 をさ れている と思いま すが、 その

参加をさ れている 住民の 方が、例 え ば個人で 参加をし ている のか、

あるいは 自治会等 の組織 を通じ て参 加をして いるのか 、ある いは

地域の協 議会をつ くって 参加を して いるのか 、どうい う形で 住民

がこの計 画に対し て参画 をした のか 、ちょっ とお聞か せいた だき

たいと思 います。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 今、住民 提案型の 参加の 形に

ついて、 ご質問が ありま した。 お答 え願いた いと思い ます。  

【角倉計 画課長補 佐】  本地区 につ きまして は、地域 まちづ くり
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条例に基 づきまし て、ま ず、ま ちづ くり誘導 計画とい うこと で、

地域にこ ういった 課題が あると いう ことがご ざいまし たので 、私

ども、現 地に入り まして 、住民 説明 会などを させてい ただき まし

た。また 、住民ア ンケー トなど をと った結果 、今回、 誘導地 区、

誘導計画 を先に定 めさせ ていた だい たところ でござい ます。 誘導

地区の核 となる今 回の地 区でご ざい ますけれ ども、地 権者等 が４

者ござい ます。会 社とし て法人 が３ 団体、そ れと天神 町幼稚 園様

が１団体 入りまし て、４ 団体が 今回 の地区計 画の部分 につい てご

賛同いた だきまし て、住 民提案 型の 地区計画 をご提出 いただ いた

ところで ございま す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。 了解しま した。  

【議長】 ほかに 何かご質 問はご ざ いますで しょうか 。○○委 員。  

【委員】  今の話 なので すが、 誘導 計画とい うことで 、根本 的に

それを、 この中の 範囲で 進めら れた というこ とはわか ります 。地

域別のま ちづくり 方針の 中で、 用途 地域の建 築規制に ついて の課

題が、地 域別まち づくり 方針の 第３ 地区につ いてはあ ったか と思

うのです が、建築 のルー ルづく りが 必要だと いうこと で挙げ てい

らっしゃ いまして 、その 誘導計 画の 中では、 それにつ いてど のよ

うな話し 合いがあ って、 今回、 ２５ メートル という高 さとい うこ

とが出て おります が、な ぜ２５ メー トルなの か、その 辺をち ょっ

と伺いた いと思い ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 ○○委員 のご質問 、最終 的に

２５メー トルとい うメー トル数 が出 ているの ですけれ ども、 これ
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について 、その設 定理由 を伺い ます 。  

【角倉計 画課長補 佐】  ２点あ った かと思い ます。  

 まず１ 点目が、 この地 域のほ うか ら、都市 計画マス タープ ラン

や誘導計 画の中で 、どの ような ご意 見が出て きたか。 沿道の 居住

環境に配 慮したま ちづく りのル ール について というこ とで、 幹線

道路沿道 の土地利 用は、 沿道の 特性 を踏まえ 、住環境 の保全 や防

災性の向 上、景観 形成に 配慮し た地 区ごとの ルールづ くりを 進め

ますとい うことで 、地域 別マス ター プランに つきまし ては、 地域

のご意見 というこ とで出 てきて おり ます。  

 こうい ったこと を踏ま えた中 で、 住民様の ほうから は、ご 意見

といたし まして、 今の中 でござ いま したが、 地域が受 けとめ られ

るような ルールづ くりを 行うこ とが 必要であ るという 声が上 がっ

ておりま す。また 、高さ につい ても 、心配で あるとい うこと が出

ておりま す。こう いった ことの お声 から、今 回の地区 計画の メニ

ューの中 に入れさ せてい ただい てい るところ でござい ます。  

 もう１ 点としま して、 高さを なぜ ２５メー トルにし たのか とい

うご質問 でござい ますけ れども 、こ の地区に つきまし ては、 いち

ょう通り 沿道地区 につき まして 、こ の近くに ２棟ほど 先行し てマ

ンション が建って おりま す。こ のマ ンション につきま して、 １０

階建て３ ０メート ルのも のと、 ９階 建て２６ メートル のもの がご

ざいます 。両方の 共同住 宅につ きま しては、 以前、地 域の住 民の

方々で、や はり紛 争という 形にな っ ておりま す。私ど もとして は、

多摩川沿 道も含め まして 、紛争 にな るかなら ないかと いう線 引き

があるか と思いま すけれ ども、 大体 、紛争が 出るのが ８階建 てを
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超えてく るような ものが 、私ど もの 紛争予防 条例を扱 ってい る中

では見て いるとこ ろでご ざいま す。 こういっ た観点か らも、 地域

の住民方 とお話を した中 で、２ ５メ ートルと いう形で のご提 案と

いうこと が一つ出 てきて おりま す。  

 今回、 地区計画 につき まして は、 この２５ メートル を採用 させ

ていただ いたとこ ろでご ざいま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ○○委 員。  

【委員】  では、 もう１ 点です けれ ども、こ の３０メ ートル とか

２６メー トルとい うマン ション がで きている 、これは 府中市 が景

観計画等 、平成２ ０年で すか、 景観 行政団体 になりま したが 、そ

の前の計 画でつく られた ものな のか 、それ以 降なのか という とこ

ろの確認 をしたい と思い ます。  

 それで 、かなり 府中市 もそれ 以来 、この地 区に関し ては、 例え

ば浅間山 からの眺 望です とか、 景観 にやはり 配慮する という 提案

が、まち づくり方 針でも この地 区は 出ていた かと思い ますし 、ま

た、景観 審議会の ほうで も、か なり この景観 というこ とを、 やは

り重視し なければ いけな いとい うご 提案が、 平成２２ 年の最 後の

ほうで、 私も議事 録を見 せてい ただ いたら、 あったの ですが 、美

術館通り では、こ の１０ 階建て とか ９階建て というも のは見 られ

なかった 。美術館 を背に しまし て西 を見ます と、かな り、こ こに

も書いて あります 低層の 住宅が ある わけです けれども 、そち らと

の配慮は 、今回ど のよう に考え られ たのか。 景観と、 美術館 通り

から見た 、今、い ちょう 通りの お話 はいただ きました けれど も、
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美術館通 りから見 たとき のここ の景 観につい てはどの ような 配慮

をされて の提案な のか、 伺いた いと 思います 。  

【議長】  よろし いです か。今 、質 問が２点 ございま した。 今、

既に建て られた建 物の定 義、そ して また、い ちょう通 りと美 術館

通り、こ の兼ね合 い、２ 点お願 いし ます。  

【松村計 画課長】  いち ょう通 りの 過去に建 設された 共同住 宅に

つきまし ては、平 成１３年 度に建 設 されてい る状況で ござい ます。

ですので 、改正さ れた景 観条例 の対 象ではな かったと いう状 況で

す。  

 それか ら、景観 上の美 術館通 りか らの関係 でござい ますが 、こ

の幹線に つきまし ては、 景観計 画の 中では、 幹線道路 沿道と いう

ことが示 されてお りまし て、景 観形 成の目標 ですと、 沿道の にぎ

わいを連 続させる ととも に、都 市の 顔として 風格のあ る空間 づく

りを進め ますです とか、 あとは 植樹 などによ り豊かな 街路を つく

るですと か、周辺 のまち並 みとの 調 和といっ た内容で ござい ます。 

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  美術館 通りの 方では 、私 が拝見す るに当た っては 、５

階建てぐ らいが最 高だっ たかな とい うふうに 思うので す。こ の２

５メート ルの根拠 なので すけれ ども 、やはり 景観計画 では、 全体

を通して 高さ制限 はない のです が、 個々にこ うやって 決めて いく

際に、今 のお話だ と平成 １３年 です か、その ときのを にらん で、

それに倣 ってやる という のは、 もっ ともっと 景観的に 考える 部分

があるの ではない かなと いうふ うに 思いまし た。ここ が、こ の美
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術館通り に、直接 そびえ 立つよ うな ことはな いのです けれど も、

この景観 計画をつ くった 後、２ ５メ ートルと いうのを またつ くっ

ていくと、今後、ま たそれ が基準 にな って広が っていく と思う と、

やはり景 観の眺望 とか考 えます と、 ちょっと 高さ的に は、も っと

配慮すべ きかなと 思いま す。  

 私とし ては、こ の２５ メート ルと いうこと は、もう 少し再 考で

きないか なという ことで 意見を 言わ せていた だきまし た。  

【議長】  高さ制 限、２ ５メー トル でいいの か、それ より低 くて

いいのか 、今日は 意見と いうこ とで よろしい ですか。  

【委員】  一応、 再考を 求めた いと 思います 。  

【議長】  その他 に。は い、○ ○委 員。  

【委員】  今の点 に関し てなの です けれども 、いちょ う通り 沿道

Ａ地区に ついてお 聞きし たいの です けれども 、この地 域は天 神町

地区まち づくり誘 導地区 、誘導 計画 が策定さ れており ます、 いち

ょう通り 沿道地区 と定め ていま すけ れども、 このＡ地 区とい うの

は沿道に 当たるか どうか という こと は議論に はならな かった ので

しょうか 。その辺 、お願 いしま す。 今、出ま した２５ メート ルに

なります けれども 、直接 の沿道 と言 えるのか どうかで すね。 その

辺は原案 を出す過 程で議 論にな らな かったの か、その 点、お 願い

します。  

【議長】  ただい ま、い ちょう 通り 沿道Ａ地 区、これ はＡ地 区２

カ所あり ますが、 沿道に 当たる のか 当たらな いのか、 何かそ うい

う話があ ったかな いか。 はい、 お願 いします 。  

【角倉計 画課長補 佐】  本地区 につ きまして は、まず この前 段と
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いたしま して、天 神町地 区まち づく り誘導地 区、誘導 計画と いう

ことで、 この地区 を含め た地区 で、 いちょう 通り沿道 の細長 い約

９．４ヘ クタール の地区 につき まし て、地域 住民の方 々と、 いち

ょう通り 沿道のま ちづく りをど うし ていくか というこ とでご 協議

をさせて いただい たとこ ろでご ざい ます。  

 これを もとに、 まちづ くり条 例に 基づきま す誘導計 画を定 めた

中で、こ の地区に ついて は、い ちょ う通り沿 道地区と いう形 で定

めさせて いただき まして 、まち づく りの方針 を定めさ せてい ただ

いており ます。したが いまして 、約 ９ ．４ヘク タール の一部 分が、

今回、ま ず住民の ほうか ら先行 して ご提出を いただい たとい うこ

とでござ います。 今後と も、地 域の 中からこ ういった ご要望 等、

また機運 の盛り上 がり等 がござ いま したら、 引き続き 地区計 画に

していく ような形 の中で ご協議 をさ せていた だければ と考え てお

ります。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 よろしい ですか。  

【委員】  今、い ちょう 通り沿 道Ａ 地区とい うのは２ カ所に 分か

れていま すよね。 地区の 北東側 なの ですけれ ども、そ れも沿 道に

なるので すね。  

【角倉計 画課長補 佐】  はい。  

【委員】  はい、 わかり ました 。他 にも質問 があるの ですが 。  

【議長】  はい、 どうぞ 。  

【委員】  本地区 計画の 原案の 中で 、既存の 都市計画 法、建 築基

準法等の 規制を緩 和して いる項 目と いうのは ございま すでし ょう
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か。  

【角倉計 画課長補 佐】 ま ず、都 市計 画法のほ うでござ います が、

今回の地 区計画に おいて は、住 民提 案による 地区計画 であり ます

が、地権 者と協議 をした 中で、 壁面 後退であ るとか高 さなど 、ま

ちづくり のルール を定め まして 、ま ちづくり の誘導を してい くも

のでござ います。  

 なお、 都市計画 法等の 緩和と いう ものはご ざいませ ん。  

 以上で ございま す。  

【議長】  緩和は 無いそ うです 。  

【委員】  あとも う一つ 、この 後で すけれど も、公告 がされ るの

はいつご ろになる のでし ょうか 。そ れと、説 明会は必 要に応 じて

開くこと になって います けれど も、 これは開 かれるの か、２ 点お

願いしま す。  

【議長】  ２点、 よろし くお願 いし ます。  

【角倉計 画課長補 佐】  まず、 公告 でござい ますが、 今後、 東京

都と協議 をし、地 区計画 の案の 縦覧 を行った 後、１１ 月中を 予定

させてい ただけれ ばとい うふう に考 えており ます。  

 また、 説明会を 開くの かとい うご 質問でご ざいます が、本 審議

会の前に 、各地権 者等の 意思等 は確 認をさせ ていただ いてお りま

すが、都 市計画法 第１６ 条の縦 覧期 間中に説 明会を開 催させ てい

ただく予 定でござ います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  公告に ついて は１１ 月に やると。 説明会は 縦覧の 期間

中という ことです 。  
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【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【議長】  他にど なたか 。はい 、○ ○委員。  

【服部委 員】  ２ 点、お 聞きし たい のですけ れども、 一つは 、Ａ

地区につ いては７ 階建て と８階 建て というこ とで、私 も確認 して

きたので すけれど も、建 築計画 が出 されてお りまして 、そこ には

８月下旬 から工事 という ふうに 書い てありま した。今 も縦覧 とか

説明会、 決定とい う、こ ういう 流れ との関係 を教えて いただ きた

いのと、 Ｃ地区に ついて 、非常 に細 長い土地 なのです が、こ こに

はどのよ うなもの を建て るのか とい うこと。 その辺を 教えて いた

だきたい と思いま す。よ ろしく お願 いします 。  

【議長】  ２点で すね。 建築計 画に ついてと Ｃ地区の 概要、 お願

いします 。  

【角倉計 画課長補 佐】  まずＡ 地区 のほうに つきまし ては、 今現

在、野村 不動産等 と協議 をさせ てい ただいて おります 。こち らに

つきまし ては、地 域まち づくり 条例 及び景観 条例の手 続は既 に済

んでおる ところで ござい ます。 しか しながら 、ここは 先ほど 申し

ましたよ うに、誘 導地区 、誘導 計画 を定めて いるとこ ろでご ざい

ますので 、今まで 地域の 住民か らい ただいて おります まちづ くり

の方針等 を踏まえ た上で 、壁面 の後 退である とか緑化 の位置 、そ

ういった ものを野 村不動 産、事 業者 のほうと ご協議を させて いた

だきまし て、事業 者のほ うも地 区計 画、こう いったも のをつ くっ

たらどう かという ことで 、ご提 案を 一緒にさ せていた だいた とこ

ろでござ います。 これに 沿った 中で 建物計画 をしてい ただい てお

ります。 したがい まして 、まち づく り条例、 あるいは 景観条 例に
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沿った中 で、今、 出てき ており ます 。この手 続等を進 めさせ てい

ただいた 中で、建 物のほ うは基 礎等 へ着工す るかと思 います けれ

ども、建 物ができ 上がる 段階で は、 この地区 計画に合 ったも のが

でき上が るという 形にな ります 。  

 もう１ 点、Ｃ地 区につ きまし ては 、こちら は戸建住 宅を考 えて

おります 。したが いまし て、建 築物 の敷地面 積の最低 限度に つき

まして１ ００平方 メート ル、ま たは 高さにつ いて１０ メート ルと

いうこと で定めさ せてい ただけ れば というふ うに考え ており ます。 

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  はい。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 その他に 、どなた か質問 ござ

いますで しょうか 。はい 、○○ 委員 どうぞ。  

【委員】  今回の この計 画の原 案で 、市のほ うに道路 として 供出

をしてい ただく予 定の土 地とい うの はあるの ですか。  

【議長】 市とし て供出す るとこ ろ はありま すかとい うこと です。

お願いし ます。  

【角倉計 画課長補 佐】  道路と して 新たに市 のほうに 供出し てい

ただくも のはござ いませ ん。  

【議長】  ないそ うです 。  

【委員】  続きな のです けれど も、 では都市 計画道路 ではな い今

の道路は どういう 形にな ります か。  

【議長】  はい、 どうぞ 。  

【楠本管 理課長】  現道 でござ いま すが、当 該地の北 側が８ メー
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トル、Ａ 地区とＢ 地区の 間が８ メー トル、西 側が１６ メート ル、

いちょう 通り沿道 Ｂ地区 といち ょう 通り沿道 Ａ地区の 間が美 術館

通りで１ ６メート ル、い ちょう 通り 沿道Ａ地 区の東側 と南側 に６

メートル で全て市 道です 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 他にご 質問はあ ります でしょ うか 。  

【松村計 画課長】  会長 、よろ しい でしょう か。１点 、高さ の関

係なので ございま すが、 今回、 ２５ メートル という高 さの制 限を

設けるよ うな原案 を出さ せてい ただ いていま す。美術 館通り に、

この計画 地区のさ らに西 になる ので すけれど も、既存 では２ ５メ

ートルを 超える建 物も建 ってい ると いう状況 もござい ます。ま た、

景観計画 の中で届 出等が あるの です けれども 、これは ２０メ ート

ル以上の ものにつ いて、 景観に 配慮 するよう な形で指 導して いる

ところで ございま す。ま た、府 中全 体の中で は、高さ を都市 計画

で定めて いるとこ ろもあ りまし て、 そこも２ ５メート ルとい うこ

とであり ます。そ ういう ことか ら、 この中高 層の沿道 地区に つい

ては、２ ５メート ルとい うのは 妥当 だという ふうに考 えてお りま

す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ○○委 員、よ ろしい です か。  

【委員】  最後に 、この 場は意 見で すので、 今後のこ とも考 えま
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したら、 果たして それで いいの かな というと ころで提 案させ てい

ただきま した。美 術館か らずっ と公 園、緑豊 かなもの がずっ と連

なって、 また、こ の先は 農工大 とい う開けた 場所があ ったり 、そ

こにやは り高い建 物が建 つとい うこ とに関し て、いち ょう通 りの

ような、 ３０メー トルに は行か ない けれども 、高い建 物が建 つと

いうこと に関して 、先ほ どもこ のエ リアに関 して一部 である とい

うふうな ご説明も いただ いたの です が、地権 者だけで 話し合 って

本当にい いのかな という ふうに も思 いました ので、意 見だけ 申し

あげまし た。  

 今後、 説明会が あると いうこ とな のですが 、１点だ け、今 の時

点で、標識 がもう 出ている 段階で 、住 民の方か ら何か市 のほう に、

この計画 に、今も う、私 はこれ で初 めて知り ましたけ れども 、住

民の方は 、そこを 歩かれ る方は もう わかって いらっし ゃる。 そう

いう方た ちからの 意見で すとか 、そ ういうも ので何か 出てい るこ

と、今の 時点であ れば、 ちょっ と伺 っておき たいと思 います が。  

【角倉計 画課長補 佐】  当件に つき ましては 、まちづ くり条 例、

景観条例 におきま して、 大規模 構想 という形 になりま して、 土地

利用の構 想といた しまし て、こ ちら は届出が 平成２２ 年９月 １日

に出てき ておりま す。そ の間、 まず 住民説明 会等も地 域で開 催を

させてい ただきま して、 土地利 用構 想の段階 から住民 参加の 話し

合いを進 めた中で 、建物 の配置 であ るとか、 緑地の位 置であ ると

かという ところが ござい ますけ れど も、そう いったも のをい ろい

ろ協議を 進めた中 で、一 部変更 がご ざいまし たが、そ ういっ たも

のがすべ て整った という 形で、 今、 こういっ た地区計 画をご 提出
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させてい ただいて いると ころで ござ います。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  はい、 状況は わかり まし た。  

【議長】  他にご 質問は ないで しょ うか。  

 ないよ うですの で、第 １号議 案に ついて採 決をした いと思 いま

す。  

 第１号 議案、府 中都市 計画地 区計 画天神町 一丁目地 区地区 計画

の原案に ついて、議案のと おり決 す ることで よろしい でしょ うか。 

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 異議なし という声 があり まし

たので、 第１号議 案につ きまし ては 議案のと おり決す ること とい

たします 。  

 では、 続きまし て、日 程第２ 、そ の他とい うことで ござい ます

が、事務 局側から 何かご ざいま すか 。はい、 お願いし ます。  

【髙島計 画課都市 計画担 当主査】 事務局か らは３点 ござい ます。

１点目は 、府中都 市計画 道路３ ・２ ・２の２ 号及び国 立都市 計画

道路３・ ３・２号 東京八 王子線 につ いて、２ 点目は、 府中都 市計

画生産緑 地地区の 変更（ 削除） 予定 について 、３点目 は、次 回の

開催日程 について ご報告 させて いた だきたい と考えて おりま す。  

【議長】  はい、 わかり ました 。  

 それで は、１点 目につ いて報 告を 願います 。  

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】  それでは 、１点目 の府中 都市

計画道路 ３・２・ ２の２ 号及び 国立 都市計画 道路３・ ３・２ 号東

京八王子 線につい てご報 告いた しま す。  
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 本日、 お手元に お配り してお りま す、右上 に資料１ と記入 して

あります 資料をあ わせて ご覧く ださ い。  

 都市計 画道路「 東京八 王子線 」は 、三鷹市 牟礼を起 点とし 、調

布市、小 金井市、 府中市 、国立 市、 日野市を 経由して 、八王 子市

南浅川町 に至る延 長約３ ４．２ キロ メートル の骨格幹 線道路 であ

り、区部 の放射第 ５号線 と一体 とな って、多 摩地域と 区部を 結ぶ

重要な路 線でござ います 。  

 この中 で、唯一 未着手 となっ てい た東八道 路の西原 町一丁 目交

差点から 甲州街道 の国立 インタ ー入 口交差点 までの区 間につ いて、

東京都か ら事業認 可を取 得し、 事業 に着手す るとの連 絡がご ざい

ましたの で、ご報 告する もので ござ います。  

 施行者 は東京都 、告示 日は平 成２ ３年７月 ５日、事 業区間 は府

中市西原 町二丁目 から国 立市谷 保ま で、延長 は約１， ３００ メー

トル、計 画幅員は ３６メ ートル から ４１メー トル、事 業期間 は平

成２３年 度から平 成３０ 年度で ござ います。  

 なお、 事業費に つきま しては 、東 京都の報 道発表資 料によ りま

すと、約 ２３０億 円との ことで す。  

 また、 東京都は 事業認 可を受 け、 地権者等 関係者に 対しま して

用地説明 会を開催 してお ります 。  

 ７月１ ７日、日 曜日に 府中第 七小 学校にて 、７月２ ０日、 水曜

日に国立 第七小学 校にて 開催し てお り、出席 者は１７ 日が約 １５

０名、２ ０日が約 １００ 名で、 当日 は移転に 対する補 償額の 算定

方法や、 補償内容 、補償 の時期 につ いてのご 質問があ ったと 伺っ

ておりま す。  
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 以上で ご報告を 終わり ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 １点目 につきま して報 告を終 わり ます。こ の件につ きまし て、

何かご質 問がござ いまし たら、ご 発 言をお願 いしたい と思い ます。

どうぞ。  

【委員】  以前の 都市計 画審議 会の 中でも要 望させて いただ いた

のですが 、ここに は良好 な農地 が多 いですね 。そして 一生懸 命や

っていた だいてい るとこ ろが多 いで すから、 施行につ いては 代替

地を東京 都のほう に、農 業がや って いけるよ うな、そ ういう 代替

地を要望 していた だけな いかと いう ことをお 願いした 経過が ある

のですけ れども、 その点 につい て、 何か東京 都のほう から回 答が

あったの か、また は東京 都のほ うで やらない とすれば 、府中 市の

中で農業 委員会等 と相談 をして 、代 替農地が 運用でき るよう な、

そういう 手立てが あるの かどう か、 その辺に ついて聞 かせて くだ

さい。お 願いいた します 。  

【議長】  ○○委 員から 質問が ござ いました 。よろし くお願 いい

たします 。  

【角倉計 画課長補 佐】  ただい まの ご要望が 前回から もあっ たこ

とは存じ ておりま す。そ ういっ たも のを踏ま えまして 、私ど も府

中市、また 、今回 は国立市 にもま た がってお ります 。府中 、国 立、

そして東 京都が一 緒にな って、 この 中にある 、農地が いっぱ いご

ざいます ので、そ ういっ た農地 をど のように 他に代替 を見つ けて

いくかと いうこと を、今 現在、 ご協 議をさせ ていただ いてお りま

す。今週 も、私ど もと東 京都が 一緒 に農協の ほうに伺 ったり 、い
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ろいろ、 今、どの ような ことが でき るかとい うことを 調整し てお

ります。 引き続き 農家の 方につ いて はご心配 のところ がある かと

思います けれども 、早目 にどう いう ことがで きるかと いうこ とを

東京都を 通じまし て、ま たいろ いろ ご説明を してまい りたい とい

うふうに 考えてお ります 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。 府中市で も、５０ 年後に も農

のあると いう大き な課題 を抱え て、 今、進ん でおりま す。で すか

ら、今まで のよう な道路買 収方式 、ま たは代替 地をあっ せんす る、

それ以上 に、都市 農業と いうの はす ごくこれ から大切 ですの で、

そこを踏 み出した ような 形の農 地保 全ができ るような ことを 検討

の中でや っていた だけれ ばと思 いま すので、 どうぞよ ろしく お願

いいたし ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。よろし いですか 。  

 他にご 質問はご ざいま すか。 はい 、○○委 員。  

【委員】  １点目 なので すけれ ども 、今、交 通量につ いてど のぐ

らい、例 えばこの 甲州街 道と日 野バ イパスの 交わると ころ、 ある

いは交番 のあると ころで も結構 なの ですけれ ども、現 状どの ぐら

いの交通 量があっ て、将 来的に どの ぐらいの 交通量と 見込ん でい

るのかと いう数字 を１点 、お尋 ねを したいと 思います 。  

 それか ら、前回 もお聞 きした ので すけれど も、事業 費、前 回、

多分、お 答えいた だけな かった かと 思うので すけれど も、２ ３０

億円とい う額をこ の１， ３００ メー トルにつ ぎ込むと いうの は、

非常に多 額な税金 投入だ という こと を私も申 しあげた のです が、
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今、道路 の見直し などと の、前 回言 いたかっ たことな のです けれ

ども、震 災関連で 、一定 のこの 見直 しもされ るべきだ と私は 思っ

ているの ですけれ ども、 そうい うご 意見とい うのは市 民の方 から

寄せられ ていない のかど うかと いう ことを改 めてお聞 きした いの

です。  

 以上２ 点、よろ しくお 願いし ます 。  

【議長】  ２点、 ご質問 がござ いま した。交 通量と、 それか ら事

業費につ いて２点 ですか 、これ は、 今、でま すか。  

【角倉計 画課長補 佐】  まず、 事業 費のほう でござい ますが 、以

前、委員 さんのほ うから ご質問 があ った時点 では、東 京都は 事業

の概要等 のご説明 の中で 、当初 ３０ ０億円か かるとい うこと で、

住民を含 めてご説 明させ ていた だい てござい ます。東 京都の 方で

もいろい ろ精査を させて いただ きま して、今 回の用地 説明会 の時

点におき まして、 プレス 発表も させ ていただ いたとこ ろでご ざい

ますが、 この時点 では２ ３０億 円と いうこと で、７０ 億円ほ ど下

がったと ころでご ざいま す。  

 それと 、交通量 のほう でござ いま す。  

【議長】  では、 交通量 のほう は後 で報告し ます。  

 まず１ 点目、事 業費に ついて 、今 、お答え がありま した。 よろ

しいでし ょうか。３００億 円が２ ３ ０億円と いうこと です。は い。  

【委員】  では、 ちょっ と私の 方か ら、今日 報告を予 定して いな

かったと いうか、 今日は 着手を する というご 報告だっ たので すけ

れども、 特に意見 が求め られて いる 場ではな いかもし れない ので

すけれど も、現状 １万数 千台だ と思 うのです 。１万２ ，００ ０台
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ぐらいだ と思うの です。 将来予 測と して、４ 万２，０ ００台 ぐら

いの交通 量になる という ことを 予定 して、こ こを斜め に、農 地、

住宅地の 間を通っ て、大 変静か な場 所を道路 ができ上 がって いく

という計 画なので すけれ ども、 ３６ メートル という非 常に大 きな

道路がで き上がる わけな のです が、その将来 予測に当 たる４ 万２，

０００台 という数 字の根 拠が、 私は それでは いまいち 将来予 測と

して不確 かなので はない かとい う意 見を以前 に申しあ げたの です

が、とい いますの は、国 も今後 の交 通量の予 測という のはだ んだ

ん減って いくと言 ってい る中で 、こ れはどう いう計算 式で出 たか

わからな い４万２ ，００ ０台と いう 、そうい う数字を 使って 道路

を通すと いうのは どうな のかと いう 意見を申 しあげた ので、 今、

改めてお 聞きして いるの です。 やは り環境負 荷の低減 という こと

もありま すので、 車はで きるだ け少 なくなる という今 の流れ だと

思うので す。そう いった 中で、 やは り多額な 費用をか けて道 路を

造るとい うのは、 現状の 道路で も渋 滞が少な くなって いる中 で、

いかがな ものかと 思って います 。そ こでお聞 きしまし た。意 見で

す。  

【議長】  よろし いです か。今 日は 一応、こ れは審議 事項で はな

くて報告 事項とい うこと でござ いま すので、 よろしく お願い しま

す。  

 他に何 かご発言 ありま すか。 どう ぞ、○○ 委員。  

【委員】  では、 総工費 が７０ 億円 削減され た、その 中身に つい

て、この 場でちょ っと報 告して いた だきたい のと、途 中で歩 道を

広げた、 道路幅を 広げた 、その 中で 歩道も広 げたとい うとこ ろで
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伺ってい るのです が、以 前の示 され た道路計 画から、 より自 分の

家に道路 幅が広が ったこ とで近 寄っ てくると いうこと で、一 部と

しては、道 路を大 きな車が 通ると 揺 れの心配 だとか騒 音のこ とを、

さらに気 にされる ような 話もさ れる 方がおり まして、 その方 たち

の土地へ は入って いない けれど も、 道路がで きること よって 受け

る振動、 騒音関係 の配慮 はどの よう に考えて いるのか 、そこ を確

認させて いただき たいと 思いま す。  

【角倉計 画課長補 佐】  今の道 路の 幅員等の 構成、あ るいは 周辺

に対する 騒音であ るとか 振動の 対策 というこ とでお答 えさせ てい

ただきま す。  

 まず、 この道路 につき まして は、 当初２８ から３６ メート ルで

あったも のを都市 計画変 更させ てい ただきま して、３ ６から ４１

メートル にさせて いただ いてお りま す。標準 では３６ メート ルで

ございま すが、真 ん中に 車道１ ６メ ートルを 設定させ ていた だき

まして、 その脇に それぞ れ住宅 地と の間に１ ０メート ルの環 境施

設帯を設 置させて いただ きます 。ま た、振動 、騒音の 対策と しま

しては、 車道部分 におき まして は舗 装の改良 をさせて いただ きま

して、低 騒音舗装 のもの を今回 採用 させてい ただくと いうふ うに

聞いてお ります。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 よろしい でしょう か。そ うい

うものを 置くとい うこと ですね 。  

【委員】  はい、 対応策 はわか りま した。  

 ７０億 円につい ての詳 細。  
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【議長】  その７ ０億円 削減で きた 、大枠で 結構です から。  

【角倉計 画課長補 佐】 詳 細につ き ましては、申し訳 ありませ ん、

どのよう なことで ７０億 円下が った のかとい うのは、 伺って おり

ません。  

【委員】  では、 意見だ けなの です が、緩衝 帯とか、 低振動 とい

うことに なるので すか、 そうい う技 術という ことなの ですが 、や

はり当初 の計画よ りも幅 が広が った というこ とでは、この計画 は、

では誰が どのよう に、そ の道路 をも っと広げ たほうが いいと いう

ふうに出 たのとい うこと もあっ て、 結構この あたりで の、精 神的

に地域の 方が、そ ういっ たとこ ろの 詳細は自 分はあま り知ら され

ていなか ったとい う中で 進んで きた ような経 緯もあり まして 、や

はりしっ かりとそ このあ たりを 丁寧 に市とし てもくみ 上げて いた

だきたい という要 望です 。よろ しく お願いし ます。  

【議長】  はい、 どうぞ 。  

【青木都 市整備部 長】  都市計 画道 路の幅員 変更の関 係です が、

従来は、 先ほど補 佐のほ うから 説明 がありま したよう に、標 準幅

員２８メ ートルで した。 これか らの 道路づく りは、環 境に配 慮し

た、ある いは道路 景観に も配慮 した 道路づく りをする ことが 求め

られてい ますので 、都市 計画変 更の 手続を進 めてきま した。  

 その幅 員は、標 準で３ ６メー トル になりま すが、変 更する にあ

たり東京 都では数 年前か ら地域 の方 には、そ の環境の 問題で すと

か交通量 の問題も 含めま して、 十分 にご説明 して、ご 理解を いた

だいてい ると思っ ていま す。  

 それと 、当該道 路は、 やはり 多摩 地域の東 西方向を 結ぶ重 要な
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幹線道路 でござい ます。 これは 府中 市だけの 問題では なくて 、多

摩地域の 広域的な 経済の 発展で すと か産業の 発展、こ ういっ たと

ころに大 変寄与す る道路 でござ いま すので、 一日も早 い道路 づく

りという のが、多 摩地域 の発展 につ ながると 思ってい ます。 これ

は東京都 も含めて でござ います 。  

 あわせ て、府中 市とす れば、 やは り府中の 北西部の 地域の まち

づくりに も貢献す るもの でござ いま すので、 例えば今 まで通 過交

通で住宅 地に車が 入りま すので 、そ ういった ものは住 宅地に 入ら

ずに、さら に、地域 の方か らすれ ば安 全性や環 境は改善 されま す。  

 ただ、 これを進 めるに 当たっ ては 、地域の 方、地権 者の方 々の

ご理解、 ご協力が あって 事業化 でき ましたの で、今回 は都市 計画

道路が東 京都のお かげで 順調に 進ん でいると いうとこ ろでご 報告

をさせて いただい ており ます。 よろ しくお願 いいたし ます。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 他に質 問はあり ますで しょう か。 はい、で は○○委 員、お 願い

します。  

【委員】  今、環 境対応 という お話 があった のですが 、沿道 の植

栽のこと をちょっ とお聞 きした いの ですが、 同じ東八 道路の 栄町

だとか新 町のとこ ろ、結 構、車 が横 から出る のに両脇 が見え ない

という話 が多いの ですけ れども 、同 じような 植栽にな るのか 、そ

れとも何 か工夫が 事前に される のか 、その辺 のお考え がもし あれ

ば教えて ください 。  
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【議長】  お答え 願いま す。今 の現 状とこれ からの計 画、何 か工

夫はある のですか という ことで す。  

【角倉計 画課長補 佐】  まず、 既存 の東八道 路のほう でござ いま

すが、今、委員さん のほう からお 話が あったこ とにつき まして は、

現在、東 京都のほ うとし まして は、 リフレッ シュ事業 という こと

で、ご質 問があっ たよう に、ち ょっ と見えに くいとい う住民 から

の声が多 数あった という ことも 踏ま えて、木 の植栽等 を検討 する

というよ うなこと を、今 、させ てい ただいて います。 既に府 中運

転免許試 験場の東 側のほ うにつ きま しては、 そういっ たとこ ろを

つくりま して、い ろいろ 工夫を させ ていただ いている ところ でご

ざいます 。  

 当該地 につきま しては 、先行 いた しまして 府中３・ ３・８ 号、

こちらの ほうで環 境施設 帯を設 置さ せていた だいたと ころも ござ

います。 この部分 につい ては、 やは り見通し がいいも の、ま た歩

道の形態 、また住 民のご 意見の 中で 接道用の 道路をつ くって ほし

いである とか、こ ういっ たもの を取 り入れた 中で、先 行して ３・

３・８号 のところ で行っ たとこ ろも ございま すので、 そうい った

ところを 踏まえた 中で、 今後、 東京 都のほう で、設計 はまだ でき

ていない というこ とで聞 いてお りま すけれど も、住民 の声で そう

いったも のをつく りなが ら計画 をし ていきた いという ふうに 聞い

ておりま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい、 わかり ました 。  
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【議長】  他に。 はい、 どうぞ 、○ ○委員。  

【委員】  すみま せん、 １点お 伺い します。  

 この府 中３・２ ・２の ２に接 する 、今、北 山町一丁 目と書 いて

あるとこ ろ、国立 市へ抜 ける道 路、 今、画が かいてあ ります けれ

ども、現 状、非常 に一方 通行で 狭い という話 もありま して、 この

東八道路 の工事期 間中に 、それ に接 続する市 道等の整 備も行 われ

るのかど うかを、 ちょっ とお考 えを お伺いし たいと思 います 。  

【角倉計 画課長補 佐】  今、委 員さ んのほう からご質 問があ った

ものにつ きまして は、東 八道路 から 国立の桜 通り、こ ちらは 新奥

多摩街道 と呼ばれ ている もので ござ いますけ れども、 府３・ ４・

５号とい う都市計 画道路 がござ いま す。この 道路につ いては 、当

市の方で ございま すよう に、第 三次 事業化の 優先整備 路線に も指

定されて いること から、 当市で は毎 年、府中 市長が東 京都の 方へ

行きまし て、建設 局長に 会って 、早 期に整備 を進めて いただ くよ

う要望し ておると ころで ござい ます 。今回も ７月に要 望して きた

ところで ございま す。  

 以上で ございま す。  

【青木都 市整備部 長】  補足で すけ れども、 国立へ抜 ける都 市計

画道路府 ３・４・ ５号で すが、 この 道路につ きまして は、東 京都

では地元 への説明 会の中 で、ま ずは 東八道路 が完成し ないこ とに

は次のス テップに 進めな いとい うこ とで、将 来的には 、完成 時期

は一緒に したいと いうふ うなこ とを 話してお ります。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです ね。  
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【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【議長】  他に質 問はあ ります でし ょうか。 ないよう ですね 。  

 では、 １点目、 報告を 終わら せて いただき ます。  

 ２点目 、報告を お願い します 。  

【小林公 園緑地課 緑化推 進係長 】  今後、生 産緑地地 区の削 除変

更が予定 されてい るもの につき まし て、本日 、お手元 にお配 りし

ておりま す、右上 に資料 ２と入 って おります 「府中都 市計画 生産

緑地地区 の変更（ 削除） 予定に つい て」によ りご報告 させて いた

だきます 。  

 次ペー ジの地図 をご覧 くださ い。 右下に凡 例がござ います が、

黒丸でお 示しして ござい ます部 分が 、生産緑 地法第１ ０条の 規定

に基づく 買取りの 申出の 手続が あり 、現在、 生産緑地 として の制

限が解除 されてい る地区 、また は生 産緑地法 第８条第 ４項の 規定

に基づく 公共施設 の設置 を行う 旨の 通知がさ れた地区 でござ いま

す。  

 １ペー ジ目をご 覧くだ さい。 朝日 町地区、 場所は朝 日町通 り、

警察大学 校の西側 、西武 鉄道多 摩川 線の東側 に位置し た地区 でご

ざいます 。  

 ２ペー ジ目をご 覧くだ さい。 白糸 台地区、 場所は白 糸台通 りの

西側、旧 甲州街道 の南側 、京王 線多 磨霊園駅 の北東側 に位置 した

地区でご ざいます 。  

 ３ペー ジをご覧 くださ い。白 糸台 地区、場 所は旧甲 州街道 の南

側、品川 街道、京 王線の 北側、 南白 糸台小学 校の北東 側に位 置し

た地区で ございま す。  
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 ４ペー ジをご覧 くださ い。押立 町 地区は、２ カ所ご ざいまし て、

いずれも 白糸台通 りの東 側、し みず 下通り、 車返団地 の南側 、都

立府中東 高等学校 の北西 側に位 置し た地区で ございま す。  

 ５ペー ジをご覧 くださ い。是 政地 区、場所 は府中街 道の南 側、

ＪＲ南武 線の東側 、是政橋 の北西 側 に位置し た地区で ござい ます。 

 ６ペー ジをご覧 くださ い。四 谷地 区、場所 は四谷文 化セン ター

の西側、 多摩川の 北側、 四谷橋 の北 東側に位 置した地 区でご ざい

ます。  

 この生 産緑地地 区につ きまし て、 都市計画 の削除変 更とし て、

平成２３ 年１１月 開催予 定の本 審議 会に付議 する予定 でござ いま

す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま２番目 の報告 事項、 生産 緑地の変 更予定に ついて 、６

地区、説 明がござ いまし た。こ のこ とにつき まして、 委員の 皆様

方から何 かご質問 があり ました らお 願いいた します。 はい、 榎本

委員。  

【委員】  現時点 で、こ れらの 中の 買取りの 予定があ る地区 はあ

りますで しょうか 。  

【議長】  はい、 お答え 願いま す。 買取りの 予定はあ ります かと

いうこと ですが。  

【山田公 園緑地課 長】  買取り を予 定してい るところ でござ いま

すが、２ ページの 白糸台 地区、 ３ペ ージの白 糸台地区 、及び ６ペ

ージの四 谷地区の ３カ所 でござ いま す。  
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 以上で ございま す。  

【議長】  買取り 予定は ３カ所 、よ ろしいで すか。  

【委員】  はい。  

【議長】 他に皆 さんから 何かご 質 問はござ いません でしょ うか。 

（「なし」 の声）  

【議長】  ないよ うでご ざいま すの で、説明 を終わら せてい ただ

きたいと 思います 。  

 最後に なりまし たが、 ３番目 の報 告事項、 お願いし ます。  

【髙島計 画課都市 計画担 当主査】 最後に３ 点目とい たしま して、

次回の開 催日程に ついて ご説明 いた します。  

 次回の 開催は、 １１月 上旬を 予定 しており 、審議事 項とい たし

まして、府 中都市 計画地区 計画天 神 町一丁目 地区地区 計画の 決定、

府中都市 計画生産 緑地地 区の変 更、 府中都市 計画公園 第２・ ２・

３０号押 立町公園 の変更 に係る 原案 の３件を 予定して おりま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 報告事 項３点、 終わり ました 。  

 この時 点で、そ のほか 皆さん 委員 の中から 何かご質 問がご ざい

ましたら 、お願い したい と思い ます 。はい。  

【委員】  一つ質 問なの ですけ れど も、生産 緑地の削 除の際 に、

買取りを するかし ないか 、ガイ ドラ インみた いなもの が既に 存在

している のでしょ うか。 その辺 、ち ょっとお 伺いしま す。  

【議長】  はい、 これは お答え でき ますか。 ガイドラ インが あり

ますかと いうこと です。  
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【山田公 園緑地課 長】  ガイド ライ ンという ものでは ござい ませ

んが、買 取りに関 して、 市の庁 議に 諮りまし て、それ で内部 で必

要なとこ ろが出て きたと きには 、買 い取ると いうよう なこと でご

ざいます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】 色々な ケースが あると い うことで よろしい でしょ うか。 

【委員】  はい。  

【議長】  以上、 その他 のこと で委 員の皆さ んから他 にあり ませ

んので、す べての 議案は終 わりま し た。報告事 項も終 わりまし た。  

 本日は 暑い中、 出席を 賜りま して ありがと うござい ます。 これ

で本日の 都市計画 審議会 を終わ らせ ていただ きたいと 思いま す。  

 ありが とうござ いまし た。  

午後３時 １６分  閉会
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証するため、ここ

に署名する。 

 

 

議  長   ○  ○  ○  ○ 

 

 

委  員   ○  ○  ○  ○ 

 

 

委  員   ○  ○  ○  ○  


